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平成29年11月定例会 文教厚生委員会（付託）

平成29年12月８日（金）

〔委員会の概要 教育委員会関係〕

原井委員長

ただいまから，文教厚生委員会を開会いたします。（10時32分）

直ちに，議事に入ります。

これより，教育委員会関係の審査を行います。

この際，教育委員会関係の追加提出議案について，理事者側から説明を願うとともに，

報告事項があれば，これを受けることにいたします。

【追加提出議案】（資料①）

○ 議案第32号 徳島県学校職員給与条例の一部改正について

○ 議案第33号 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

【報告事項】

○ 平成30年度に向けた教育委員会の施策の基本方針について（資料②）

○ 教員時間外勤務調査結果（速報値）について（資料③）

美馬教育長

それでは，教育委員会関係の議案等の御説明に先立ちまして，１点，御報告させていた

だきます。昨日の朝，板野支援学校の委託業者が運行するスクールバスにおいて，藍住町

のバス停で生徒１人が乗車しないまま発車するという事案が発生いたしました。県教育委

員会といたしましては，早急に原因を分析し，特別支援学校におけるスクールバスの安全

運転を徹底してまいりたいと考えております。

引き続きまして，教育委員会から提出いたしております追加案件につきまして，御説明

申し上げます。

今回，御審議いただきます案件は，条例案２件でございます。

それでは，お手元に配付いたしております，文教厚生委員会説明資料（その２）の１

ページをお開きください。

１件目は，徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例についてでございます。

本県の学校職員の給与について，人事委員会勧告に基づき，改定を行うものでございま

す。

２ページをお開きください。

２件目は，徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について

でございます。

本県における教員給与について，人事委員会の意見があったことに鑑み，他の都道府県

との均衡等を考慮し，特殊業務手当の額を改めるものであります。

今回提出しております追加案件は，以上でございます。
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続きまして，２点，御報告をさせていただきます。

１点目は，平成30年度に向けた教育委員会の施策の基本方針についてでございます。

お手元の資料１を御覧ください。

これは，全庁的な取組といたしまして，委員会における御審議の充実に資するため，来

年度の予算編成に向けた，各部局の施策の基本的な方針や方向性を御報告することとし，

併せて，その内容を県ホームページ上に掲載し，県民の皆様にも広くお知らせしようとす

るものです。

それでは，順次，御説明させていただきます。

まず，Ⅰ，地方創生から日本創成へ！「徳島ならでは」の教育の推進，①個性，可能性

を最大限に伸ばす教育の推進では，来年４月に開校されます，阿南光高校に高大接続教

育，６次産業化教育等を推進するため，高校・大学・地元企業が一体化したキャンパスの

創出を着実に進めるとともに，小・中・高それぞれの発達段階に応じた，キャリア教育の

推進，特別支援学校の幼児・児童・生徒の，文化・スポーツ活動の推進，社会的自立に向

けた就労支援の充実に取り組んでまいります。

②人口減少社会に挑戦する「徳島モデル」の学校づくりでは，海部高校の一層の魅力化

に向け，豊かな地域資源を生かした教育プログラムの確立，地方と都市を結ぶ，デュアル

スクールのモデル化に向けた実証研究などの取組を進めてまいります。

次に，右上を御覧ください。

③徳島からの教育イノベーション（技術革新）では，新学習指導要領に対応した，小学

校のプログラミング教育を推進するとともに，児童生徒の学力や学習意欲，教員の指導力

等の総合的な教育力を向上させるため，教育ビッグデータの分析・活用を進めてまいりま

す。

次に，④災害を迎え撃つ防災教育の推進では，県立学校の避難所としての機能を充実さ

せるため，トイレの洋式化を推進，また，高校生防災士の資格取得を支援するとともに，

防災クラブの活動を推進してまいります。

Ⅱ，一人ひとりが輝く！徳島の未来を育む教育の推進，①確かな学力，豊かな心，健や

かな体の育成では，大学と連携した授業改善，本県独自の学力調査の実施，学習教材の作

成等により，学力の向上にしっかりと取り組むとともに，スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカー等，専門家との協働による教育相談体制の充実，子供たちの健康課

題である肥満予防・肥満対策・生活習慣の改善に向けた取組を進めてまいります。

続きまして，②未来を開く教職員の育成では，今年度作成した教員育成指標を踏まえ，

全ての教員のキャリアステージに応じた研修を実施するとともに，教職員の負担軽減を図

るため，外部人材の活用などの取組を進めてまいります

次に，③学校・家庭・地域が協働で取り組む教育の推進では，特別支援学校卒業生等の

自立と社会参加を促進するため，障がい者の生涯学習活動を支援するとともに，地域総ぐ

るみで子供たちの成長を支える，放課後子供教室や地域未来塾などの取組を進めてまいり

ます。

次に，④時代の潮流を見据えた学びの推進では，エシカル消費に取り組む高校生によ

る，エシカルフェスを開催し，活動成果を県内外に発信することにより，エシカル消費の

普及・啓発を推進，特別支援学校の児童生徒のエシカル消費の活動へのチャレンジを支援



- 3 -

平成29年12月８日（金） 文教厚生委員会（付託）教育委員会

するとともに，主権者意識を高めるため，選挙管理委員会と連携した主権者教育の充実に

取り組んでまいります。

Ⅲ，グローバル社会で活躍！徳島から世界への扉をひらく教育の推進，①徳島を愛する

心の育成と「とくしま回帰」の促進では，文化財の地域振興，観光振興等への総合活用を

推進し，県内外に地域の魅力を発信するとともに，「板東俘虜収容所」関係資料のユネス

コ「世界の記憶」登録に向けて，一層の気運醸成，普及啓発事業に着実に取り組んでまい

ります。

続きまして，②世界に羽ばたくグローカル人財の育成では，新学習指導要領や新たな入

試制度に対応するため，聞く・話す・読む・書くの４技能のバランスの取れた英語教科の

指導体制を充実するとともに，小・中・高それぞれに応じた外国人との交流や体験活動を

実施し，世界を舞台に活躍できる人材の育成に努めます。

次に，③国際舞台で躍動するアスリート，アーティストの育成では，近畿２府８県の高

校生が集う，近畿高等学校総合文化祭徳島大会を開催するとともに，中学生・高校生の文

化芸術力の育成を図ります。

また，全国大会で上位入賞を目指す選手の育成に向け，鳴門渦潮高校専攻実技の強化

と，時代を担う中学生の発掘・育成，さらに，競技力向上に向け，徳島科学技術高校にお

いて，アーチェリー・弓道・ウエイトリフティング一体型施設の整備にも取り組んでまい

ります。

最後に，④世界に輝く「あわ文化」の創造・発信では，新たに膜構造屋根が設置され

る，文化の森野外劇場において，様々なイベントを行い，広く県内外へＰＲするととも

に，耐震改修が完了する城北高校人形会館を拠点とし，人形浄瑠璃の魅力を県内外に発信

してまいります

２点目は，教員時間外勤務調査結果（速報値）についてでございます。

お手元の資料２を御覧ください。

文部科学省の教員勤務実態調査を受けて，本県の詳細な状況を把握するため，調査を実

施したものについて，取り急ぎ，速報値を御報告させていただくものです。

上段，公立小中学校につきましては，１，調査方法にありますように，10月の土日を含

む７日間について，各市町村から小中学校各１校ずつ，各校から10名を抽出し，時間外勤

務の状況を報告いただきました。

２，対象者は校長を除く，教頭ほかの教員となっております。

３，調査結果につきましては，１人当たりの平均時間外勤務は，小学校で平日５日間の

合計が12時間32分，土日２日間の合計が１時間36分で，１週間の総時間外勤務は14時間８

分となっております。

中学校では１人当たりの平均時間外勤務は，平日５日間の合計が13時間52分，土日２日

間の合計が７時間２分で，１週間の総時間外勤務は20時間54分となっております。

下段，県立学校につきましては，１，調査方法にありますように，８月から10月の３か

月の間，教員に超過勤務等システムで時間外勤務を入力いただきました。

２，対象者は校長等管理職員を除く，全ての教員となっております。

３，調査結果につきましては，小中学校とは調査方法が異なりますことから，１か月間

の１人当たりの平均時間外勤務として，８月は8.5時間，９月は19.1時間，10月は15時間
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で，３か月間の平均は14.2時間となっております。

今後，タスクフォースにおいて，学校現場で働く教員と共に，更に詳細な分析を行い，

長時間勤務の改善や，教員の負担軽減について議論してまいります。

御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

原井委員長

以上で，説明等は終わりました。

それでは，これより質疑に入ります。

質疑をどうぞ。

岡委員

まずは１点，最初に御報告がありましたけれども，今日の徳島新聞に板野支援学校の送

迎バスで，また生徒置き去りというのが結構大きく出ていましたが，詳細なところをお話

しいただけますでしょうか。

榊特別支援教育課長

板野支援学校のスクールバス，板野便と言われるものですが，乗車確認の不徹底で生徒

が１人，乗車がうまくできなかったという事案についてでございます。これにつきまして

は，昨日朝の８時13分頃，当該スクールバスが藍住町内のバス停で停車をして，本来６名

の生徒を乗せるはずだったんですが，欠席が１名ありましたので，５名の生徒を乗車させ

るという手はずになっておりました。それが，元々４名が乗るものだと勘違いいたしまし

て，定刻の８時14分が来まして，４名を乗車させて発車をしたと。乗車させてから乗車名

簿を確認しましたところ，誤りに気付きましてバスを反転させて，１名の生徒を乗車させ

学校へ送り届けたというものでございます。

岡委員

恐らく，私も新聞記事を見て今の説明だったら，非常にケアレスなミスだったかなとい

う気がします。当該生徒さんも少し遅れて来られたんですかね。８時14分の定刻に出てい

るということで，それにしても数分待つぐらいのことです。恐らく，５人がちゃんと乗っ

てないなという確認ができておれば，多少待ったところで大きな遅延もなかったでしょう

し，前回にも，その寝ていたお子さんがそのままバスの中でいらっしゃってということが

起こって，余り間を置かずにこういうことなんで，しっかりとチェックを徹底していただ

きたいなと。今後こういうことがないように，どうしてもミスは起こるもんだとは思うん

ですけども，立て続けに起こってるのは問題かなと思います。今後どのような対応をして

いくのか，お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

榊特別支援教育課長

今後，どのように取り組んでいくのかという御質問でございます。前回の板野支援学校

の事案の際に委託職員１名のみがスクールバスに添乗していて，運行面の管理と児童生徒

の安全管理を１名で行っていたことが大きな原因の一つであったことから，９月に入りま
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してからは，委託職員１名と学校教員１名の２名体制としまして，運行管理と安全管理が

しっかりできるように取り組んでいたところでございます。

今回の分につきましては委託職員が乗車名簿を確認する際に，本来だったらバスに乗っ

て子供さんが座席に座って，乗車名簿を確認して発車するという手順がありますので，そ

れをきちんと守っておりましたら，このような事故は防げたと思います。今回は乗車名簿

を確認するのが遅れまして，このような事案が発生したんですが，今後の対応としまして

は，しっかり乗車名簿の確認をするのは当たり前のことなんですが，子供の乗車名簿を確

認する際に，生徒に声を掛けてしっかり点呼すると。また教員にも声を掛けて確認するダ

ブルチェックを，しっかりとするように指導してまいります。

岡委員

点呼でも取ったらと言おうと思ってましたんで，その辺を徹底するのと，せっかくルー

ルを決めても抜け落ちるっていうことがあると思います。とにかく毎日，点呼を取ると

か，降ろし忘れがあったんだったら最後の最後まで，やっぱり席をきちっとまわってとい

うことをマニュアル化して，今後こういうことがないようにしっかりと対応いただければ

と思いますので，周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。

もう１点，これも報告でありましたけれども，先ほど，教員の時間外勤務の調査結果が

出てきました。これからタスクフォースをつくって分析をして，長時間労働の改善とか教

員の負担軽減についてしっかり議論していくということです。タスクフォースについて

は，これから作っていくもんだろうとは思うんですけども，現在の状況とどんなメンバー

でどんなスケジュールで進めていくお考えなのかを，お聞きしたいと思います。

小西教育政策課長

タスクフォースの現在の状況，メンバー及びスケジュールについての御質問でございま

す。タスクフォースにつきましては，現在メンバーを検討中でございまして，年内に第１

回を開催するように準備を進めている状況でございます。タスクフォースのメンバーにつ

きましては，学校現場の意見を尊重するという趣旨から学校現場の教職員で構成すること

と考えておりまして，小学校・中学校・高等学校・特別支援学校から30歳代から40歳代の

若手教員を中心に，男女比率なども考慮しつつ教頭や事務職員も加えまして，15名程度の

メンバーで構成したいと考えております。

なお，先ほども申し上げました今月中に第１回を開催いたしまして，今年度内に数回の

意見交換を行いまして，議論の状況を見ながら年度内に一定の報告ができるように作業を

進めてまいりたいと考えております。なお，議論の状況によりましては，次年度以降も継

続させて議論を続けることも考えております。

岡委員

分かりました。まだ結果も速報値で出てきただけですし，タスクフォースのこともこれ

からだろうと思うんですけども，年内に初回を開催したいということなんで，できるだけ

早く人選を進めていただきたいということを，まずは，お願いしておきたいと思います。

一応，タスクフォースで議論されることは，大体，決めているんでしょうか。
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小西教育政策課長

タスクフォースで議論する内容について，決めているのかということでございますが，

できるだけ現場目線で御意見を頂きたいと考えております。大きな内容としては，教員の

働き方とか学校がチームとして取り組む体制づくりや，人材活用といったことについて話

し合っていただきたいとは考えておりますが，それにとらわれずにできるだけ広く現場の

御意見を議論いただくように進められたらと考えております。

岡委員

そのやり方でいいんではないかと思います。やはり，議論の方向性とかを余りにも教育

委員会のほうでしぼってしまうと，議論が何かある一定の方向へ結論を導き出していくこ

とが考えられます。本当に現場の方々が感じていることとか，問題に思ってらっしゃるこ

とをざっくばらんに，いろんな意見を出していただける環境づくりを，教育委員会の皆さ

ん方には徹底してやっていただきたいと。我々でも大体こういうことでないかという想定

はあると思うんですが，現場の方に聞いたらまた全然違う意見が出てくるのかもしれませ

ん。余り管理してしまうと，そういう意見も言いづらい雰囲気になってしまいます。何と

なく時間や回数は重ねたけど，現場の意見って本当にこれなんかなというような意見が出

て，それを報告書に出しても意味がないので，本当の意味での大事な議論ができるような

環境づくりをしていただきたい。それと，方向付けをするわけではないんですけども，当

然，長時間労働の改善とか，負担が非常に大きいということは議論にも上がります。それ

に加えて，できたら私の単なる意見，要望なんですけども，先生方がより子供の学力向上

とか，子供たちに目を向けてあげられるような業務改善を併せてやっていただけたら，よ

り良い学校環境になっていくのではないかと思いますので，その辺は一つ視点として絶対

に入れておいていただきたい。

とにかく，しっかりとできるだけ急がなければならない問題なんでしょうけども，余り

にも性急に答えを出せるようなものでもないと思います。必要があれば次年度以降も継続

してということでしたけども，それも続けていただくとともに，逆にそれで良い意見が出

てきたんであれば，報告を待たずに取り入れられるものはどんどん取り入れていただきた

い。少しずつでも現場の皆さん方が働きやすい環境をつくっていただくために教育委員会

の皆さん方には当然，知恵をしぼっていただいて，急ぎすぎるのもよくないんですけど

も，しっかりとスピード感も持って，今回の問題には対応していただきたいと思います。

その辺はお願いをして質問を終わりたいと思います。

上村委員

いくつか，お伺いしたいと思います。

まず一つは，今日の議題にもなっています県立埋蔵文化財総合センターの指定管理者の

問題です。これは特に問題ないかなと思ってたんですけれども，たまたまハローワークの

募集が出ているのが分かりまして，この現場の作業員と調査補助員ということで，二つの

募集が出ています。そのうちの現場作業員の公益財団法人徳島県埋蔵文化センターという

ことで出ていますけど，月給が10万5,900円，正社員以外ということで，仕事の中身は埋
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蔵文化財発掘調査に伴う土木作業，それか掘り下げ，また遺物の取上げ，掘削とか測量補

助，物品運搬などになってるんですけども，詳しい労働時間だとかが分からないんです。

普通に考えると週休２日として８時間働くと考えると，どう考えても最低賃金以下なの

で，これはどうなのかと。

もう一つの調査補助員のほうは，月給が15万2,200円から16万600円ということで，これ

も正社員以外ということですけれども，こちらのほうだったらギリギリ最低賃金が保たれ

るということで，この中身を，もし分かったらお答えいただきたいと思います。今日の採

決にも関係してくるので，１点はこのことをまずお聞きしたいと思います。

臼杵教育文化課長

埋蔵文化財発掘調査の現場作業員のことについてでございます。委員が今おっしゃった

のは，発掘調査のうちの国・県等からの開発事業に伴うものでございまして，そこでの現

場の作業員かと思います。手元に細かな資料がございませんで，細かな勤務時間等につき

ましては，今この場でお答えできるところではございませんが，また後ほど確認いたしま

して御報告させていただきたいと思います。

上村委員

後ほどというのは，委員会が終わるまでっていうことでしょうか。

臼杵教育文化課長

後ほど確認をいたしまして御報告させていただきたいと思いますが，この担当者も本

日，課におるかどうか，今つかみかねておりますので，この委員会の中で確認ができまし

たら報告もさせていただきます。この担当者が，この場合，課のほうにいないとなりまし

たら，後ほど御報告させていただきたいと思います。

上村委員

その結果によっては，議案に対する態度を保留しないといけないかと思ってますので，

申し訳ないですけど，今朝いろいろ調べて気が付いたもんで，急に申し上げたんですけど

も，是非，早めに確認していただけたらと思います。

それともう一つ，とくしま記念オーケストラ事業の廃止に関してです。先日，知事がと

くしま記念オーケストラ事業については，今年度限りで廃止することを表明されました。

名西高校などでアウトリーチをとくしま記念オーケストラ事業が担ってきましたけれど

も，この事業については今後どうされるのか，それと今までの評価もあわせてお聞きした

いと思います。

臼杵教育文化課長

名西高校におけますリーディングハイスクール事業についてでございます。今後の取組

というところでございますが，教育委員会といたしましては文化芸術のリーディングハイ

スクールとしまして，指定した名西高校におきまして，これまでとくしま記念オーケスト

ラから御指導を頂いてきたところでございます。とくしま記念オーケストラは，来年２月
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の「第九」アジア初演100周年でフィナーレを迎えるところでございまして，この点につ

きましては，我々も重く受け止めておるところでございます。次年度の事業につきまして

は，今後，学校とも十分相談をしながら予算編成作業も本格化してまいるところでござい

ますので,こうした過程の中でしっかりと検討してまいりたいと考えております。

また，これまでの事業の評価でございますが，これまでとくしま記念オーケストラの指

導によりまして，名西高校の生徒の演奏スキルとか，意識が向上してきておるところでご

ざいます。例えば，県吹奏楽のコンクールとか，学校の合奏コンクールなど成績が上昇し

てきておるところでございます。また個人としましても，全国大会にまた参加するなどの

意欲の高まりも出てきておるところでございます。このように，これまでの指導の成果が

生徒のモチベーションの向上という面でも表れてきているところでございます。

上村委員

この事業で，かなりの金額を教育委員会と名西高校とで合わせて使っていますので，予

算についても，その分をどうするのか，どう役立てていくのかという議論もしなくてはい

けないと思います。とくしま記念オーケストラのメンバーで今まで関わっていた方も，今

後は来なくなると理解をしていいんでしょうか。

臼杵教育文化課長

今後の，名西高校における音楽事業の在り方であるかと思います。今後，先ほど少し申

し上げましたが，学校等とそのやり方につきまして十分検討していきたいと思っておると

ころでございます。その過程の中で，来ていただき御支援を頂くメンバーの皆様につきま

しても，今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。

上村委員

学校と十分相談してということですけれども，是非，有効に予算も使っていただきたい

と思っているところです。それと，それに関連して，名西高校のアウトリーチについて

は，今後の予算編成の行方もまだ分からないということですけれども，もう一方でとくし

ま記念オーケストラ事業が非常に膨らんでくる中で，文化の森総合公園については，図書

館も博物館も美術館も，予算がかなり大きく削られてきて，特に2002年度，2003年度以

降，大きく予算が落ちている状況なんです。これは山田議員が一般質問でも取り上げまし

たけれども，今，本当に県民の文化のとりでということで1990年に文化の森総合公園がで

きましたけれども，それにふさわしい状況が確保できているのかということで，私たちも

心配しているところなんです。県立図書館については，文化の森総合公園に移設された当

時は，中四国でトップレベルの蔵書でしたけれども，今では資料購入費は3,000万円台で

推移していて，これは定期発行の雑誌などの更新がやっとで，新刊本をたくさん買うとい

うことは，なかなか手が届かない現状だということもお聞きしました。高知県などに比べ

ても予算としては非常に少ないと。美術館は今年度予算1,354万2,000円で，これは展示事

業費で四国では最低の予算です。あと博物館にいたっては，文化の森総合公園に総合博物

館として新設されて以来，27年間全く常設展示の更新がされていません。いろんな特別企

画展とかは，たくさんされていますけれども。こういう点についてどのように考えられて
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いるかということと，今後どんなふうにしていこうと思われているかを，まずお聞きした

いと思います。

乾文化の森振興本部企画振興部長

ただいま，上村委員から文化の森総合公園の各館の予算等々について，御質問を頂戴い

たしました。

まず，博物館について，これまでの経緯でございますが，これまで博物館全体の魅力

アップということで，平成16年度から中期活動目標を定めた上で，これに基づく自己評価

や博物館協議会委員による外部評価などを続けております。これらを通じまして博物館が

県民生活に果たしている役割と課題を常に検証して，県民の意見を踏まえた博物館を目指

してきております。広い世代の方々に御来館いただけるように，様々な事業を展開してお

り，特に昨年度は福井恐竜博物館との連携によるトクシマ恐竜展を開催して，企画展とし

ては開園以来最高の６万2,000人を超える来館者を迎えて，多くの方々に満喫していただ

いたところでございます。

加えまして，美術館の展示費のお話も頂戴したところでございます。美術館につきまし

ては，展覧会事業ということで，これまでも県民の方々に少しでも多く美術鑑賞の機会を

提供できるよう，様々な手法を取り入れて展覧会を開催しております。外部団体との連携

とか，外部資金の活用とか，他部局の共催とか，様々な工夫を凝らしております。近代美

術館の展覧会の経費には，様々な経費，借用に係る費用，移送や保険料などがございま

す。近代美術館では幸いなことに約4,000点の美術作品を所蔵しておりますので，これら

の作品を他館からの借入れをせずに年３，４回の所蔵作品展というのも工夫を凝らして開

催をいたしております。

図書館につきましては，ベストセラー本が購入できていないのではないかという御心配

を頂戴しておりますが，図書購入費は今年度3,915万5,000円ということで，昨年度よりは

200万円増額をさせていただいております。これらの中で年間約１万3,000冊を購入してお

りますが，いわゆる売れ筋の本，ベストセラー本も当然購入しております。ベストセラー

本は，非常に人気が高いため，借りていただくのを若干お待ちいただくような状況は確か

に生まれております。図書館も様々な工夫を凝らしまして県民のニーズを踏まえた予算を

これからも確保し，図書館機能の充実を進めながら県民の方々に喜んでいただける図書館

を目指してまいりたいと考えております。

上村委員

図書館，美術館，博物館，それぞれ経過と今後の展望も言われました。私も余り専門的

なことが分からないんですけれども，博物館の展示については調べてもらったんですけれ

ども，これは極めて重要な博物館における教育活動ということで，学芸員が資料の持つ魅

力とか，それらが持つ歴史的文化的背景を分かりやすく来館者に伝える役割があるという

ことです。特に常設展示は博物館の調査研究とか，資料収集の成果が集約されるもので，

学問の発展とか地域住民のニーズの変化などに応じて常に変革されるべきものだというこ

とです。これに照らしてみると27年間，常設展示が更新されていないのは，大変古い学問

水準のままで，県民のニーズにあわないまま放置されている可能性があるんじゃないかと
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心配してるところです。全国の博物館における常設展示の更新についても調べていただき

ました。この10年間で更新をしてないところは，都道府県の博物館では15施設あるんです

けれども，一方では埼玉県のように10年間で５回も常設展示をリニューアルしていると。

部分展示の更新と違って，常設展示は非常に大がかりになるので，億単位の予算が要ると

いうことでなかなか難しいんだというお話も頂きました。

徳島県立博物館の研究報告が毎年出されてますけれども，それによると徳島県立博物館

は総合博物館として開館した当初から，10年をめどに常設展示更新を表明していたそうで

す。それは展示内容が出発点から，1984年から1986年時の資料収集展示委員会で検討され

たものですが，学問的な水準としてはもう出発点から10年ほど前の状態という評価だった

ためのようです。1995年に更新に向けての検討を開始してプランを作ったんですけれど

も，結局予算が付かずに実現できなかったと。1997年，1998年にも，2000年のリニューア

ルオープンを目指して予算要求をしましたけれども，結局のところ認められずに計画が挫

折したまま，今日まで来ていると。これ本当に，文化立県にふさわしい文化行政なのか

と。特に，飯泉知事が就任して以来，文化の森総合公園は，図書館も博物館も美術館も予

算がぐっと抑えられてしまっているということで，こういった県民文化のとりでにふさわ

しい施設として，是非，充実させていただきたい。県民からたくさんの声も上がっている

わけです。特に博物館の常設展示のリニューアルについては，今後どのようにされていく

のか，計画があれば是非，教えていただきたいと思います。

乾文化の森振興本部企画振興部長

博物館の常設展のお話を頂戴しております。過去から様々な検討を加え，常設展につき

ましても博物館の研究成果を県民の皆様に紹介するという，重要な役割を担っているもの

と認識をしております。これまで，鳥居龍蔵記念博物館の文化の森総合公園への移転，こ

れは文化の森総合公園の20周年記念事業として行ったものでございます。今年度は25周年

記念に決定をいたしました，文化の森野外劇場屋根の設置工事なども進めておりまして，

節目節目の時には必要な予算をかけて，文化の森総合公園の魅力アップに努めているとこ

ろでございます。

博物館の常設展につきましても様々な工夫を凝らしまして，部門展示のコーナーにおき

まして，人文・自然での各分野での定期的な展示会の開催，考古・歴史・動植物などの全

ての分野にわたる内容の充実，それから，キッズチャレンジコーナーとして，土器パズル

や塗り絵が楽しめる幼児向け体験コーナーなどの設置，ユニバーサル化の推進も鋭意進め

ております。各種誘導サインの設置や，案内サインの大型化や，ＱＲコードによる多言語

解説など，子供さんから高齢者・障がい者・外国人と全ての方々に楽しんでいただけて，

学んで足を運んでいただける博物館となるように，引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。

上村委員

いろいろ，展示の工夫もされていると，今後の展望も言われたんですけれども，常設展

示のリニューアルについては，お答えいただけませんでした。これは是非，学芸員などが

一生懸命，頭を寄せ集めて常設展示をリニューアルして，更に県民の皆様の要望に沿える
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ようにしていこうと，かなり努力をされ更新に向けてのプランを何回も作っているんで

す。県民としても是非，これを実現させていただけないのかと思います。常設展示のリ

ニューアルについては，どうされますか。27年間，一度も更新がないというのは，ちょっ

と異常なことだと思うんです。

乾文化の森振興本部企画振興部長

繰り返しになりますけれども，引き続き県民の皆様の御意見や御要望を的確に把握する

ことに努めまして，今後とも学芸員の専門性を生かした，魅力ある展示や県内外の博物館

との連携による共同企画，各分野の資料の収集と保存など，県内唯一の総合博物館とし

て，中核博物館の役割を果たしていくとともに，様々な普及活動を通じまして，県民の皆

様のニーズに応えられる博物館として，運営を続けてまいりたいと考えております。

上村委員

この常設展示のリニューアルについては，今のところ計画はないと理解していいんで

しょうか。

乾文化の森振興本部企画振興部長

常設展示のリニューアルにつきましては，博物館全体の魅力アップということを考える

中で，今後課題としては上がってまいるかと考えておりますが，今後引き続きまして，学

芸員の専門的な知識や，培ってきました様々な貴重な資料を活用しまして，魅力ある博物

館の運営を続けてまいりたいと考えております。

上村委員

是非，常設展示のリニューアルオープンを実現させていただきたいということを要望と

して申し上げておきます。この文化の森総合公園は，新未来「創造」とくしま行動計画の

基本目標の重点戦略にも挙がっています。非常に重視をしているということでしたら，是

非，とくしま記念オーケストラに７年間で10億円もつぎ込む予算を，今後はこちらに振り

向けられて，常設展のリニューアルに結び付くように考えていただきたいと要望して，こ

の問題については終わらせていただきます。

それと，先ほど岡委員も質問されましたけれども，教員の時間外勤務調査結果，速報値

が今日，報告されました。これからいろいろ検討もされて改善をしていくということです

が，国もいろいろ教員の勤務実態調査もして，方向性を打ち出してきていますけれども，

中央教育審議会のこの調査と報告，これとどんなふうにリンクするのか，この関係を教え

ていただきたいと思います。

小西教育政策課長

教員の負担軽減について中央教育審議会とどのようにリンクするのかという御質問でご

ざいます。本県では先ほども申し上げましたように，タスクフォースを活用いたしまし

て，そこで，いろいろ御議論を頂くということで進めてまいりたいと考えておりますが，

国におきましては，中央教育審議会の特別部会の中間報告等を受けて，教員の負担軽減に
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関する，例えば人材の活用といったようなことについて，概算要求がなされております。

そういった状況につきましては，私どもも注視してまいりたいと思っておりますし，適切

に対応してまいりたいと考えておるところでございます。

上村委員

新聞報道でも少し出ていましたけれども，例えば生徒の登下校の見守りとか，これは教

員でなくてもやれるんじゃないかとか，いろんな意見が出ているようです。是非，そう

いったものも取り入れながら，現場の教員が本当に子供たちに目を向けて，働きやすくな

るように，過労死などが起きないように，お願いをしたいということを申し上げて，是非

実のあるものにしていただきたいと思います。

それと，道徳の教科化が来年度から行われるということで，事前委員会でも少しお聞き

しましたけれども，今この準備状況はどうなっているかということと，評価については非

常に教員の方からも難しいという声も上がってます。参考資料もいろいろ作って教員のほ

うにも，こういうふうに評価を書くといいというレクチャーも行われているかと思うんで

す。心配しているのは，道徳は本来は心のうちの問題で，これを成績につけるというと，

子供たちは先生の評価を非常に気にして，実際に自分たちが思っていることと違うことを

答えたり，市民道徳を身に付けるという点では，狙っていたことと逆のことが起きるん

じゃないかといったことも心配しています。そういった点では，学校現場ではどのように

話をされて意思統一されているのかということをお聞きしたいと思います。

中上学力向上推進幹

ただいま，道徳の教科化に向けた準備状況と，評価につきまして御質問を頂きました。

前回の事前委員会の時にもお答えさせていただきましたが，道徳の教科化に向けまして

は，やはり教員の指導力の向上，そして，今御意見もありましたように，評価についての

理解を図るという点が非常に重要であるということで，そういった点の理解を図るため

に，あらゆる研修の機会をとらえて，先生方の指導力の向上を図っておるところでありま

す。また，指導の手引等も作成をしまして，先生方に適切な情報を提供できるように，取

り組んでおるところであります。

そして，道徳の評価につきましては，数値ではなく記述式で，児童生徒の道徳性に係る

成長の様子を積極的に受け止めて励ます，個人内評価として実施することとなっておりま

す。もちろん，入試にも活用はいたしません。つまり，ほかの子供と比較をせず，児童生

徒がいろいろな見方や考え方ができるようになっているか，思いやりや向上心などの道徳

的価値の理解を，自分自身のこととして受け止めて深めているか，そういったことなどを

重視することになっています。ですので，例えば授業の中では，学期とか年間を通じて，

最初の頃は感想だけを書くだけだった児童が，回を追うごとに主人公に共感したり，自分

なりに考えを深めた内容を書いたり，あるいはこれまでの学習内容と関連付けて考えたり

発表したりということで，１時間の授業だけでなくて，長い期間をとらえていろいろな見

方や考え方へと発展をしたり，道徳的価値の理解が深まっている，そういったことを見取

ることを大切にしていきます。

ですので，児童生徒の道徳性とか，心などの内面を評価するのではなくて，児童生徒
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が，道徳の授業を通じて，どのように学んで成長したかを評価するものであります。児童

生徒の成長を見守り，努力を認めたり励ましたりすることによって，児童生徒が自らの成

長を実感して，更に意欲的に学習に取り組もうとする，そのきっかけとなるような評価を

目指しております。そういったことにつきましても，先生方に理解を深めていただけるよ

うに，研修の機会をとらえて充実を図っておるところです。

上村委員

道徳の教科化の出発点は，いじめの問題への対応ということで始まりました。けれども

実際のところ，いじめっていうのは本当に深刻で，なかなか改善していかない状況がある

と思うんです。やっぱり教科書で教えるよりも先生たちが実際に起こっている問題を取り

上げて，生徒に一緒に考えてもらって，現実の問題を解決していく。例えば，クラスで起

こっている問題を解決していくといったことを通して，子供たちは学んでいくと思うんで

す。今まではそういったことを学級活動としてやりながら，先生方が市民道徳のそういっ

たものを教えるとか，子供たちが学んでいくといった形でやられていたんですけれども，

今回の道徳の教科化で，そういった活動がいったいどうなっていくのかっていうのは，非

常に私たちも心配なところです。経過を見ていかないと分からないと思う点もあります。

是非とも，生徒の内面を評価するのではないと言われましたけれども，生徒たち一人一人

が伸び伸びと自分たちの思いを話せるような授業にしていただくように，努力していただ

きたいと思うところです。

あと，英語の授業ですけれども，これも来年度から小学校で先行実施されますけれど

も，この準備も大変だとお伺いしています。なかなか授業時間数が実際に増えるので，ど

うやって確保するのかってことが現場では問題になっているようですけれども，実際どん

な形で準備が進められているのか，お伺いしたいと思います。

後藤学校教育課長

小学校における英語の教科化についての御質問でございます。昨年度末，今年の３月末

に，新しい学習指導要領ができまして，平成32年度から小学校におきましては３・４年生

から外国語活動を週に１時間程度，年間35コマ程度。それから５・６年生に対しまして

は，現在行われている35コマの外国語活動を教科として扱うようになりまして，年間で70

コマ行うことが決定されました。それに先立ち，先行実施といたしまして，来年度から総

合的な学習の時間を一部振り替えることも許容しまして，３・４年生におきましては年間

で15コマ程度，５・６年生につきましては現在行っている35コマに15コマ加えまして，50

コマ程度先行実施で行うという方針で，今各学校では準備が進んでいるところでございま

す。

また，教材につきましても，来年度から使用できるように，３・４年生に対しての外国

語活動，５・６年生に対しての教材等も現在作成中で配付されることになっておりますの

で，そういうのを活用しながら，2020年からの本格実施に向けて準備が進められている状

況でございます。

上村委員
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今ちょっと詳しく言っていただいたんですけれども，３・４年生も週に１時間程度，年

間15コマ英語の授業が入ってくるということで，３・４年生は本当に英語を学ぶというよ

りは，英語に親しんで楽しく触れ合うということを大事にしているとお聞きしました。実

際のところは，なかなか時間を確保するのが難しくて，学級活動の時間を削って15分ずつ

で週１時間になるようにするとか，現場ではいろいろ工夫をしていると聞きました。とて

も楽しく英語にふれ合うような内容にするのは難しいといった，現場の先生からの声も上

がっています。どんな形で週１時間とるのか，できたらまとめて英語の時間をとれるのが

ベストでないかと思うんですけれども，この点については学校でそれぞれ対応するという

ことでしょうか。

後藤学校教育課長

週１時間の時間数の増に対する対応についての御質問でございます。文部科学省から

は，例えば週に１時間まるまる時間を増やすとか，先ほど委員もおっしゃったように，15

分を３回という形で，朝とか時間外の学習活動に組み入れていくとか，または長期休業中

にある程度まとまった外国語活動を行うとか，いろんな例示を示しております。そのよう

な例を参考にしながら，やはり各学校におきましては，児童の実態とか，先生方の状況等

に合わせて，各学校において適切な形，時間の取り方を検討していくことになると思いま

す。また，そのための２年間の先行実施ということでもありますので，いろんな情報提供

を各市町村教育委員会や小学校にも行いながら，スムーズに移行できるように努めてまい

りたいと考えております。

上村委員

是非，生徒が楽しく英語に触れ合うということと，この現場の先生方の負担が重くなら

ない方向で，進めていっていただきたいということで，また今後の経過も見守っていきた

いと思っています。

最後に，主権者教育についてお伺いしたいんですけれども，事前委員会でも少し選挙の

投票率の問題とかも取り上げましたけれども，今，主権者教育について徳島県ではどう

いった授業をされているのか，具体的な事例などがあれば教えていただきたいと思いま

す。

桂キャリア・消費者教育担当室長

ただいま，委員から主権者教育に関する御質問を頂きました。学校のほうでは学習指導

要領に基づきまして，公民科，それから総合的な学習の時間などを利用しまして，計画的

に学習を行っておるところです。

授業でございますが，教員に対しては研修会をしております。それから，学校の生徒に

対しては出前講座等をしております。また，その出前講座につきましては生徒向けもござ

いますが，学校に行きますので教員向けの講座もございます。このようなことで，主権者

教育を推進しております。

上村委員
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非常に抽象的なお話で，具体的にどんな授業なのかが分からないんですけれども，全国

では衆議院選挙の時に，全ての政党が公約を出しています。そういった公約とかマニフェ

ストを生徒自身が集めてきて，それを自分たちで勉強して，実際の模擬投票をやってみる

といった高校もあります。長野県松本市の高校では，出前講座をして議員の役割について

勉強した後，身近な自分たちの要求を集めて，実際に議会に請願を出してみるといったこ

とをやっているようです。高校生たちが安全な登校ができる道路を確保してほしいとか，

本当に身近な要求をまとめた請願ですけれども，それを議会で採択して，まだ予算が付い

てないっていうことですが，実際にそういったことで議会も動かしたということで，生徒

たち自身が政治を非常に身近に感じて選挙への関心も高まったといった事例もあるようで

す。このように，子供たちが本当に政治が自分たちの生活に関わっている身近なものだと

実感できるような教育をすることが，選挙への関心も高めると思うんです。そういう工夫

をされた事例は，どこか紹介できるところはないのでしょうか。

桂キャリア・消費者教育担当室長

例えば，今回の衆議院議員選挙に向けましては，高校のほうでは，投票日を記したポス

ターを掲示するでありますとか，期日前投票制度の周知，それから，政治や選挙の仕組み

等の確認というようなことを行いました。それで，学校によりましたら，３年生を集めま

して，選挙の争点を紹介して，自分の考えと近い候補者・政党を見極めて投票するように

呼び掛けるとか，学校のホームページを活用して生徒・保護者に期日前投票制度の周知，

それから投票を呼び掛ける取組，そして校内放送を使って投票を呼び掛ける取組をしたと

ころもございます。それから家庭で話題にしてもらって，そういうことを記した文書を配

布するということで主権者教育を推進してきたという事例はございます。

上村委員

全国では，いろいろ創意工夫して，生徒たちの自主性も高めるような形で，学習活動も

やっているようです。一般的に投票を呼び掛けたり，選挙があるよといった掲示をするの

ももちろんですけれども，本当に生徒たちが，自分の身近なところに政治が関係してるん

だということが実感できるような創意工夫した授業もしていただけるように，現場でも工

夫していただきたいと，これは私の意見として申し上げて，今後も主権者教育が充実して

いくことを願って，以上で質問を終わります。

臼杵教育文化課長

先ほどの，公益財団法人徳島県埋蔵文化財センターの作業員等に関してでございます。

先ほど資料が手元にございませんで，大変申し訳ございませんでした。資料のほうがまい

りましたので，説明をさせていただきたいと思います。

埋蔵文化財センターにつきましては，御承知のように，国・県等の開発事業に伴います

発掘事業を行っておるところでございます。この調査に当たります職員の採用に関して，

まず発掘作業員でありますとか，整理作業員，調査補助員というものがございまして，発

掘作業員につきましては，現場で実際に土を掘るという作業する方でございます。この方

につきましては，県の臨時補助員に準拠した形で採用しておるところでございます。ま
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た，整理作業員につきましても同様に，県の臨時補助員に対応した形で採用いたしており

ます。また，調査補助員につきましては，現場での測量を行う際の補助を行っていただく

方でございまして，県の非常勤特別職の取扱いに準拠しているものでございます。

先ほど委員からは，月額の金額といたしまして，10万5,900円という額と，15万2,200円

という額があったのではないかと思っております。先ほど申しました発掘作業員ですけれ

ども，こちらが月額10万5,900円に該当する方でございまして，日額当たり7,060円でござ

います。月の勤務日数が15日でございまして，勤務時間が８時半から17時となっておりま

す。また，15万2,200円のほうが測量等の補助を行います調査補助員でございまして，県

の非常勤特別職に準拠しておるところでございます。日額の単価としまして，いくつかラ

ンクがあるんですけれども，一つを取り上げて申しますと，7,610円が日額でございま

す。勤務時間は9時から16時ということでございまして，月の勤務日数は20日ということ

になってございます。勤務条件等につきましては，以上でございます。

上村委員

ありがとうございました。ただ，15日間でほかの仕事もしないと，これでは生活ができ

ないなと今，実感したところですけど，最低賃金以下ではないっていうことは確認しまし

た。

長尾委員

私は夜間中学について，お聞きしたいと思います。その前に今県内に小中学生を除い

て，いわゆる義務教育を受けられていない，義務教育を卒業していない人は県内に何人い

るのか。

中上学力向上推進幹

今，長尾委員から，義務教育等の就学を受けていない方の人数を把握しておるのかとい

う御質問を頂きましたが，現在，その細かい数値等は持ち合わせておりませんので，申し

訳なく思いますが，よろしくお願いします。

長尾委員

それは不思議な話で，これはまた後で聞きます。

もう１点は，例えばここ10年間で中学校を卒業できなかった人は何人か。

中上学力向上推進幹

中学校の卒業に関しましては，不登校等で学校にも十分通えないという状況の生徒も存

在するわけでございますけれども，そういった生徒についても例えば，本人が高校等への

進学を希望する意思がありまして，そういった進路に向けて頑張りたいという状況が多く

の場合ございます。そういったことで私どもが理解している限りでは，中学校等の卒業が

できなかった生徒というのはいないと。基本的には全ての生徒が中学校は卒業して，次の

進路に向かっておると理解しております。
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長尾委員

本来ならば，そういったことは当然，掌握していると思っていたわけだけども，それが

掌握していない。お聞きをするんだけど，私は２年前，12月の本会議でこの夜間中学の設

置について質問を出しました。当時は佐野教育長でございました。佐野教育長が私にどう

いう報告をしたかっていうと，本県におきまして去る10月27日に，私が質問したのは12月

だよ，県と市町村で構成する中学校夜間学級協議会を発足させ，先進自治体の実態や設置

に係る課題などの調査研究に着手したところであります。現在，夜間中学校設立に携わっ

た有識者からの助言を受け先進事例の検証や分析を開始しており，生徒の国籍や年代等に

応じた授業形態や教員の配置，施設設備の在り方，夜間中学への地域住民の理解など様々

な課題が見えてきたところであります。今後潜在的ニーズを把握する全県的な調査を行

い，今年度末をめどに報告書として取りまとめることとしております。県教育委員会とい

たしましては，引き続き国の動向をしっかりと注視するとともに，協議会からの報告書を

踏まえた上で，本県での設置が可能であるかなどについて設置主体となる市町村とともに

検討を進めてまいりますと答えている。その中で，その全県的な調査をやったんだから，

当然そういったことは分かってるんだろうと，私は思っておったわけで，その上で，この

協議会の報告書はどういう報告書になっているのか。

中上学力向上推進幹

ただいま，夜間中学校の協議会等における調査について御質問いただきました。県教育

委員会といたしましては，多様な教育機会を確保する方法の一つとしまして，市町村が中

学校夜間学級を設置する際に，適切な情報提供ができるようにということで平成27年度，

平成28年度，文部科学省の中学校夜間学級調査研究事業を受託いたしまして調査研究を

行ってまいりました。研究内容といたしましては，本県にあった中学校夜間学級の形につ

いて研究をするということで就学希望者のニーズの把握ですとか，入学要件，それから修

業年限等々を含めました学習カリキュラム，さらに教材，そして望ましい教員の配置や勤

務形態，そういった内容につきまして，先進地の視察等を通じまして調査研究を行ってま

いりました。先ほど長尾委員からお話のありました報告や内容につきましては，市町村と

も情報共有をしておるんですけれども，先ほど申し上げたような内容について，その報告

をまとめたところであります。

長尾委員

だから報告をまとめて，どうなんだと。要は，本県において夜間中学を設置するのか，

しないのか。その協議会の結論はどうだったのか。

中上学力向上推進幹

これまで昨年度，一昨年度と徳島県に合う中学校夜間学級の形を探って，その形の一端

は見えてまいったわけなんですけれども，それの中で，例えば通学しやすい場所ですと

か。

長尾委員
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結論だけでいい。

夜間中学を設置する方向なのか，どうかということ。

中上学力向上推進幹

まだまだ検討を要する課題が多くございまして，引き続き市町村，教育委員会と連携を

して，粘り強く協議・検討を重ねておるところでございます。

長尾委員

それだと協議会の結論は，引き続き検討するということなのか。

中上学力向上推進幹

協議会の結論といたしましては，引き続き，協議・検討を行っていくということになっ

ております。

長尾委員

それはそれとして，私が質問した2015年，この質問した後に2016年，平成28年に義務教

育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律ができたんだ。こ

れを略して，教育機会確保法という法律だよ。この法律では，要は都道府県に一つ夜間中

学を設置するという国の方針が出された。これを受けて地方公共団体においては，夜間中

学を新たに設置すること，次に夜間中学を既に設置してる場合には，受け入れる対象生徒

の拡大を図ることなどに取り組むことが求められると。そして，この協議会という項目が

あって，協議会は次に掲げるものをもって構成する，都道府県の知事及び教育委員会とあ

る。この協議会では，協議等を行う内容としては，例えば，夜間中学の設置主体や設置場

所，設置する時期，それから夜間中学の対象者，他の市町村の夜間中学の設置運営に関す

る経費の一部分担とかね。各地方公共団体が連携した広報活動の実施や相談窓口の設置，

広域行政を行う都道府県が果たすべき役割である自主夜間中学等への支援などが考えられ

ると。そして，協議会の設置については，都道府県が中心となって関係市町村と協議会，

あるいは協議会に近い検討組織を設けることが考えられる。その活用を通じて夜間中学の

設置など，各地方公共団体における就学機会の提供等が図られることが期待される。そし

て，この法律に基づいてこうしなさいとなっている。

義務教育を受けられていない人は，確か推定では1,400人ぐらいいると言われてるわけ

だから，その時に申し上げたと思うんだけど，この法律を受けて今年度７月１日に，この

夜間中学等に関する実態調査を文部科学省がやった。調査対象は各県の教育委員会，皆さ

ん方の徳島県教育委員会もその対象で，どういった項目を報告してくださいと文部科学省

は言ったかというと，一つは教育機会確保法に基づいてこうした夜間中学等における就学

機会の提供等に係る措置，夜間中学の新設に向けた検討状況，教育機会確保法に基づく協

議会等の設置状況，協議会の構成員，地域内の夜間中学の有無とか。このことについて，

県はどういう報告をしたのか。

中上学力向上推進幹
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ただいま，夜間中学校に関する実態調査の内容につきまして，御質問いただきました。

まず，質問１の夜間中学における就学機会の提供等に係る措置につきまして，本県の場合

は項目では，その他の項目に該当します。夜間中学校設置についてのニーズの調査ですと

か，あるいは先進地の視察，県内市町村との意見交換を実施をしておるということになり

ます。

そして，二つ目の質問で協議会の設置状況というところになりますが，本県の場合は，

協議会に類する検討組織を設置しております。先ほど申し上げました調査研究事業の中で

協議会を設置しまして，また，この構成員につきましては，その２のところにあるんです

けども，県及び各市町村の教育委員会そして，本県の場合ですと中学校校長会の代表の方

にもメンバーとなっていただきまして，そういった構成員で協議会を設置しております。

長尾委員

では，その協議会を設置して今まで何回，会議をやったのか。

中上学力向上推進幹

平成27年度，平成28年度と調査研究事業を行ってまいりましたので，その際は大体，年

間５回ぐらい協議会を実施しまして，それぞれ先ほど申し上げた調査研究の内容につい

て，協議を行ったということになります。そして，今年度につきましては，調査研究事業

を行っておりませんので，その協議会という組織は残しております。そして，一堂に集ま

ることがなかなか難しい状況ですので，我々県の教育委員会の担当が，それぞれの市町村

に出向いて行って，引き続いての協議を行っておる状況でございます。

長尾委員

冒頭に教育長が説明した資料ね。これでは夢あふれる人財の育成に向けてという，人財

というのは，ざいは材料の材じゃなくて，財産の財を使ってるのは，すごくすばらしいこ

とだと思う。日本は資源のない国で，正に，人に投資をするということは国でも今言われ

ていることだけど，もう徳島県はある意味，国の法律やこの調査依頼の前に，協議会を立

ち上げて勉強をやってきている。既に今回も５回もやってきた。だったら県内のそういう

実態状況を把握していて当然だと思わないか。

中上学力向上推進幹

平成27年度，平成28年度に調査研究を行った際に夜間中学校に対します県内の皆様の意

識調査，需要調査も実施しました。その際の数値で申しますと，県内全体で約7,000枚の

アンケート用紙等を市町村の窓口とか，公共施設等に配布しまして，最終的には366枚，

366名の方々から回答を頂きました。その中の46％，約半数の169名の方が夜間中学校への

入学といいますか，そういったものを希望するとか，あるいは，関心があるという回答を

頂いたところでございます。そういった方々の希望があるということは，我々としても，

思いはしっかりと受け止めなければならないと考えております。

長尾委員
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今の169名の思いをしっかり受け止めなければならないという答弁は，良いことだと思

う。法律で決められている義務教育なんだからね。たとえ１人であっても私はやるべきだ

と思う。今高校では定時制・通信制高校があって，高校で中退したり様々なことがあった

りした生徒の学び直しの場となってる。だけど，義務教育を受けていない人が何人か掌握

していないということがある。現在，県内に確かにいるわけで，その人は字が読めない人

もいるわけで，そういう人たちが字が読めたり教育がつけば，自信を持って世の中で頑張

れる。そういった人の思いを義務教育は市町村だから，俺たちには関係ないと思ってるか

もしれないけれども，要は県教育委員会が指導して義務教育をやる主管の市町村と一緒

に，この169名の思いにどうやって応えていくのか。そういう意味では，本県として夜間

中学をやるつもりがあるのかどうか。それをお聞きしたい。担当者，あなたの決意はどう

なのか。

中上学力向上推進幹

夜間中学校に向けたということでございますけれども，各県に今１校の設置を目指すと

いう国の方針を真摯に受け止めまして，どのような形での夜間中学校設置が可能であるか

という可能性を探り，現在，設置に向けた協議を行なっておる状況でございます。やは

り，開設をする以上は通学する生徒の皆さんにとっても望ましい学校にしたいと考えてお

りますので，今後も着実に協議を重ねてまいりたいと思っております。今後，開設を見据

えた新たな文部科学省の事業等への応募も考えていきたいと思っておりますし，設置に向

けた課題への協議，さらには，他県の情報収集などにも積極的に取り組んで，設置のため

の土台づくりにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

長尾委員

少しは一歩前進したような答弁には聞こえた。協議は国より早く始めて，もう協議はい

いよ，３年間やってきたんだから。あとは，具体的にどうするかということを県教育委員

会で協議する。徳島市でやらざるを得ないと思うよ。全県でやるときに一番便利なところ

は，結局は徳島市であって，徳島市を中心に周辺の人たちが徳島市へ来てやらざるを得な

いじゃないの。どこの空き教室か分からないけど，そういったところを決めて県がリー

ダーシップをとって，徳島市はじめ周辺のところで協議をして具体的に進めれば，そんな

難しい問題ではないと思う。今，開設すべく土台を作りたいと，前向きな一歩だよ。その

もう一歩，教育長自身はどう思っているのか。

美馬教育長

夜間学校につきましては，今，長尾委員からお話がありましたように，法律の制定もご

ざいます。また，法律の制定というよりもやはり，中学校段階で学べていない人，それと

最近多いのは，夜間学校に外国人ですね。外国から来ている方々が，半分以上おるという

県もあると聞いております。そういった方々への学びといったものでも，非常に大事なも

のであると受け止めております。

しかしながら，今担当も申しましたように，どこに作るのか，そして，作る以上は利便

性も良くなければいけない。作ったものの，誰も来ないという学校では何の意味もない。
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そういったことで，市町村とも粘り強く話合いをしていかなければならない。また，それ

を設置するとしたら，それに当たっての予算措置等というのが当然出てくるわけでござい

ます。そういったものも含めて，国にも要望もしていかないといけないところもございま

す。

調査研究は，しっかりとやってまいりました。その結果，出てきたあい路というのも見

つかっております。そういったものをしっかりとつぶしていって，乗り越えていって作っ

ていくものではあると考えております。どこでもいいから作れと言うのであれば作れない

ことはないです。しかしながら，それではやはり作る意味がないと思っておりますので，

そこは私としましても，どのような形で作るのかと，前向きにしっかりと検討はしていく

覚悟ではございます。

長尾委員

この夜間中学については，私も東京に行きまして，東京が今一番，夜間中学が多いわけ

であります。そこで実態を聞いて，今教育長がおっしゃったように本当に外国人，特に中

国出身のお子さんが多かった気もするけど，外国人の問題もある。一つは，昔教育は要ら

ないなんて言われた社会背景があって，義務教育を受けられなかった人，今また病気や不

登校で卒業できなかった人，そして外国人の子弟といった大きくは三つのタイプがあろう

かと思う。そういった方々の受皿として，この夜間中学が今機能している。

今教育長が言ったように，既に徳島県は国の動きよりも早くその動きを始めて協議もし

ている。しかしながら，いろんな課題もある。私もそれは分かります。徳島市のこのやり

取りを見ていると徳島市の教育委員会は，県の動きを見たり国の動きを見たり，徳島弁で

言うと，すっぺらこっぺらという答弁が聞こえてきている。結局は，言葉の悪い言い方を

したら，仕事をしたくないのかと，本当にそういう人たちがいるのに，その人の気持ちに

ならないのかと思うときがある。いずれにしても，国でもう法律は決まったわけだから，

全国の各都道府県に１校作ろうという文部科学大臣の決意もあって，今動き始めている。

四国ではまだどこもやっていない。いち早く徳島県がこういうことを言うなら，四国の中

で，徳島県が夜間中学を設置したと胸を張れるように，県教育委員会の皆さんには頑張っ

てもらいたいと思う。是非，徳島市をはじめ市町村ともしっかりと協議をしていただい

て，おっしゃったように，やったけど来なかったというのでは意味がないわけでありま

す。当然，そういうことのないように，丁寧に慎重にやる必要があろうかと思います。

私も高校の定時制・通信制の生徒さんと長く関わる中で，もうその前段の中学校，義務

教育の本当に学び直しの場の必要性を実感している。高校ぐらいは出ておかないとという

思いで来るけど，もっと言うとその前段，小学校・中学校さえまともに出てなくて，社会

に出てまともな仕事や社会生活ができなくて，悩み苦しんでいる人もいる。そういった人

をいち早く救ってあげると，日本は憲法に義務教育ということを，きちっと明確にしてい

る。私は世界の中でも日本という国は，本当にすばらしい国だと思っているわけです。こ

の義務教育の最たるものを，完璧に仕上げている。このことが，私は大事だと思っており

ます。県教育委員会については，もう協議は十分やってきたと。あとはどうやって具体的

にするか，早く進めて是非，四国で一番早く立ち上げたんだから，四国で一番早くこの開

設をやっていただきたい。
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その上で，私は今の教育長の思いも受け止めれば，今回，教育委員会が出している徳島

県教育振興計画（第３期）の中に，是非，この夜間中学の設置，開設に向けて枠へ入れて

いただきたい。この期間は５年だった。これを入れなくて５年後に入れるなんてことは，

ないようにしてもらいたい。少なくとも，もう国で法律が決まって，やろうというとき

に，ここにそれが１行もないというのはいかがなものか。この中に県の指定として入れる

べきだと思うけど，いかがでしょうか。

長町教育創生課長

ただいま，夜間中学校につきまして，徳島県教育振興計画への掲載ということで御質

問，御意見いただきました。この計画の期間につきましては第３期，来年度から2022年度

までの５年間を予定しております。当然その間には，環境や状況の変化ということが考え

られると存じます。従いまして個別の施策を掲載いたしました今後の取組の部分に関しま

しては，そうした状況の変化によりまして，追加や変更を行うことによりまして，より良

い計画とすべきであると考えております。したがいまして，夜間中学校の検討につきまし

ても担当課の意見を聞き，また教育委員会事務局において，しっかりと協議をしてまいり

たいと考えております。

長尾委員

要は，徳島県教育振興計画に入れるのか，入れないのか。これは案と書いてある。

勢井副教育長

今，課長が説明しましたように，この徳島県教育振興計画は今後５年間ということで進

めていく方向を記載しております。夜間中学につきましてはその進行状況を十分，踏まえ

まして，毎年，点検評価を行なっております。その段階で熟したときはもう，毎年見直し

て５年間待つことはございません。その状況を踏まえて，必要とあれば，ここに盛り込む

ことを考えてまいります。

長尾委員

分かりました。それでは，毎年見直すということでありますから，是非，来年には夜間

中学の開設に係る項目を入れてもらいたい。国では法律で決まって，ほかでは動き始めて

いる中で，徳島県がいち早く協議を進めた意味がない。とにかく是非，早い夜間中学の開

設に向けて，皆さんの御努力を心から期待をして私の質問を終わります。

原井委員長

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」という者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

これより採決に入ります。

お諮りいたします。

ただいま審査いたしました，教育委員会関係の付託議案については，原案のとおり可決
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すべきものと決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって，教育委員会関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

【議案の審査結果】

原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

議案第１号，議案第27号，議案第32号，議案第33号

次に，請願の審査を行います。

お手元に御配付の請願文書表を御覧ください。

請願第16号「国の教育政策における財政的支援について」を審査いたします。

本件について，理事者の説明を求めます。

美馬教育長

請願第16号について，御説明させていただきます。

「①今日的な教育諸課題に対応するため，義務教育諸学校の標準法を改正し，教職員定

数の改善を図ること」につきましては，学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し，学

校に求められる役割が拡大するとともに，授業革新等への対応も求められている中，教員

が子供たちと向き合う時間を確保し，誇りとやりがいを持てる環境を確保する必要があり

ます。

平成30年度国予算の概算要求においては，新学習指導要領の円滑な実施と学校における

働き方改革を図るため，小学校における専科指導や，中学校における生徒指導体制の強

化，主幹教諭の配置充実による学校マネジメント機能強化などに必要な教職員として，公

立小中学校の教職員定数を3,415人増員する要求がなされています。

「②教育現場に優れた人材を確保するため，人材確保法を尊重し，教育専門職としてふ

さわしい給与・待遇とすること」につきましては，いわゆる人材確保法は，教育職員の給

与を一般の公務員より優遇することにより，優れた人材を確保し，もって我が国の教育水

準の維持向上を図ることを目的に制定されたものでございます。

教育職員の給与等につきましては，平成19年３月の中央教育審議会答申，今後の教員給

与の在り方についての中で，今後も教員に優秀な人材を確保するという人材確保法の精神

は維持しつつ，メリハリをつけた教員給与体系を構築することが示されております。

この答申を受け，国では平成20年度から教員の給与等の見直しに着手し，本県におきま

しても，平成20年４月から全国の先頭を切って新たな職である，副校長，主幹教諭，指導

教諭を設置するとともに，平成20年10月からは，部活動指導手当を含む教員特殊業務手当

の手当額の増額を行う一方，平成21年１月から平成23年４月にかけて，義務教育等教員特

別手当及び給料の調整額の縮減を，段階的に実施したところであります。

教員特殊業務手当については，平成27年４月から，義務教育費国庫負担金の算定基準の

見直しに伴い25％増額するとともに，今議会においても来年１月から，更に20％増額する
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条例案を追加提案させていただいているところであります。

「③教育の機会均等と教育水準の維持向上のために，国が責任をもち義務教育に係る費

用を全額国庫負担とすること」につきましては，小学校，中学校並びに特別支援学校の義

務制に係る教職員の給与等に対し，義務教育費国庫負担制度により，国が一定の割合を負

担しておりますが，平成18年度から国の負担割合が２分の１から３分の１へと引き下げら

れております。

原井委員長

理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

本件は，いかがいたしましょうか。

（「採択」と言う者あり）

それでは，本件については採択すべきものと，決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって，本件は採択とすべきものと決定いたしました。

委員各位にお諮りいたします。

ただいま採択すべきものと決定いたしました，請願第16号「国の教育政策における財政

的支援について」は，国に対し意見書を提出願いたいとのことであります。

この際，徳島県議会会議規則第14条第２項の規定に基づき，文教厚生委員長名で，意見

書案を議長宛て提出いたしたいと思いますが，これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって，さよう決定いたしました。

次にお諮りいたします。

意見書の文案は，いかがいたしましょうか。

（「正副委員長一任」と言う者あり）

それでは，文案は正副委員長に御一任願います。

以上で，請願の審査を終わります。

【請願の審査結果】

採択とすべきもの（簡易採決）

請願第16号

これをもって，教育委員会関係の審査を終わります。

次に，お諮りいたします。

委員長報告の文案は，いかがいたしましょうか。

（「正副委員長一任」と言う者あり）

それでは，そのようにいたします。

次に，当委員会の閉会中継続調査事件について，お諮りいたします。

お手元に御配付しております議事次第に記載の事件については，閉会中に調査すること
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とし，その旨，議長に申し出したいと思いますが，これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって，さよう決定いたしました。

これをもって，文教厚生委員会を閉会いたします。（12時10分）
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